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播磨町居住誘導区域及び都市機能誘導区域（誘導施設） 

 

居住誘導区域 

 
居住誘導区域の境界は用途地域界となっています。詳細は都市計画図でご確認ください。 
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都市機能誘導区域 

①くらしと交流の拠点周辺（播磨町駅周辺）エリア都市機能誘導区域位置図 

 

  

都市機能誘導区域 
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②にぎわいの拠点周辺（土山駅周辺）エリア都市機能誘導区域 

 

  

都市機能誘導区域 



4 

 

誘導施設 

分野 施設 

くらしと交流の 

拠点周辺エリア 

（播磨町駅周辺） 

にぎわいの 

拠点周辺エリア 

（土山駅周辺） 

備考 

（各誘導施設の定義等） 

医療 病院  ● 医療法第１条の５ 

商業 商業施設  ● 
延床2,000㎡以上の

商業施設 

福祉・

保健 

総合福祉センター ●  
播磨町総合福祉センタ

ーの設置及び管理に

関する条例 

地域包括支援センター ●  介護保険法 115 条の

46 

福祉しあわせセンター

（社会福祉協議会） 
●  

播磨町福祉しあわせセ

ンターの設置及び管理

に関する条例 

健康いきいきセンター ●  

播磨町健康いきいきセ

ンターの設置及び管理

に関する条例 

教育・ 

文化 

図書館 ●  図書館法第２条 

中央公民館※ ●  播磨町立公民館の設置

及び管理に関する条例 

行政 役場 ●  地方自治法第４条第１

項 

※各コミュニティセンターは除く 

 


